
 

     
市では、国が実施する各種統計調査の調査事務にご協力いただける方を募集しています。 

希望される方は市による書類審査の後、統計調査員として任命され、さまざまな統計調査活動に従事 

していただくことになります。 

 

☆統計調査とは？ 

 統計法に基づく統計調査は数多くあり、毎年３～４種類の統計調査が行われています。 

 調査結果は、国や地方の行政施策において重要な資料として利用されています。 

         

☆統計の利用の例  

消費者物価指数（ＣＰＩ）・ＧＤＰ（国内総生産）・有効求人倍率の動向・防犯対策・交通対策 など 

 

☆調査員のしごと  

 （１）調査員事務打合せ会への出席 

 （２）調査票の配布、回収、点検、整理、提出 

 

☆調査員の身分・報酬 

 調査期間中は非常勤の公務員となります。 

 調査ごとに、調査活動にかかる日数や調査件数などに応じて報酬が支払われます。 

 

☆今後実施される調査 

 ・経済センサス活動調査（調査期間 令和３年５月～６月） 

 ・労働力調査     （調査期間 約６か月間（不定期）） 

 ・小売物価統計調査  （調査期間 毎月） 

 ・毎月勤労統計調査  （調査期間 令和２年７月～令和４年６月） 

 

☆応募資格 

 ・市内にお住いの 20 歳以上８０歳未満の方 

 ・調査上知り得た秘密を保持できる方 

 ・税務、警察、選挙に直接関係のない方 

 ・暴力団員でない方及び暴力団や暴力団員と密接な関係を有していない方 

 

詳しくは下記までお問合せください。 

〈お問合せ先〉沼田市役所企画政策課 

ＴＥＬ：０２７８－２３－２１１１（内線：４０３７）           ぬっくん・まっくん・たっくん 

ＦＡＸ：０２７８－２４－５１７９                                    
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